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げ
の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書

　

基
本
報
酬
の
引
下
げ
は
、
特

に
地
域
の
在
宅
介
護
を
支
え
て

き
た
小
規
模
事
業
者
へ
の
影
響

が
大
き
く
、
人
員
不
足
に
よ
り

サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
な
く
な

れ
ば
、
介
護
を
必
要
と
す
る
利

用
者
に
も
大
き
な
負
担
を
強
い

る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本

市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に

対
し
、
訪
問
介
護
基
本
報
酬
の

引
下
げ
を
撤
回
し
、
削
減
さ
れ

て
き
た
介
護
報
酬
の
増
額
な

ど
、
国
庫
負
担
割
合
を
引
き
上

げ
る
よ
う
、
強
く
要
請
す
る
。

◆

交
差
点
の
事
故
防
止
に
向
け

て
歩
車
分
離
式
信
号
機
と
音
響

式
信
号
機
の
普
及
拡
充
を
求
め

る
意
見
書

　

最
も
実
効
性
の
あ
る
事
故
防

止
策
は
、
信
号
交
差
点
に
お
い

て
、
歩
行
者
が
青
信
号
の
と
き

に
は
車
は
赤
信
号
で
運
用
し
、

人
と
車
を
分
け
る
こ
と
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、

東
京
都
に
対
し
、
歩
車
分
離
式

信
号
機
、
音
響
式
信
号
機
を
設

置
拡
充
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

◆

地
方
自
治
の
自
主
性
・
自
立

性
が
守
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る

意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
地
方
自
治
の
自
主

性
・
自
立
性
が
守
ら
れ
る
よ

う
、
地
方
公
共
団
体
の
団
体
自

治
や
住
民
自
治
を
制
限
す
る
よ

う
な
地
方
自
治
法
改
正
は
行
わ

な
い
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

◆

自
民
党
派
閥
裏
金
問
題
の
徹

底
解
明
と
実
効
性
あ
る
再
発
防

止
策
の
確
立
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
自
民
党
派
閥
裏
金

事
件
の
徹
底
解
明
、
実
効
性
あ

る
再
発
防
止
策
の
確
立
、
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
禁
止
、
裏

金
の
温
床
と
な
る
よ
う
な
派
閥

の
全
廃
を
強
く
求
め
る
。

環
の
体
制
強
化
に
対
す
る
支
援

を
拡
充
す
る
こ
と
。
(3)
自
治
体

と
民
間
団
体
の
連
携
に
よ
る
リ

ユ
ー
ス
製
品
の
循
環
環
境
の
整

備
を
支
援
す
る
こ
と
。

◆

少
人
数
学
級
の
推
進
を
求
め

る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
学
級
編
制
の
標
準

を
中
学
校
も
含
め
計
画
的
に
引

き
下
げ
、
現
状
で
は
地
方
負
担

と
な
っ
て
い
る
義
務
教
育
に
お

け
る
少
人
数
学
級
を
全
国
統
一

的
な
制
度
と
し
て
早
急
に
推
進

す
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。

◆

国
の
辺
野
古
埋
立
工
事
に
つ

い
て
県
と
の
対
話
を
通
じ
た
抜

本
的
解
決
を
図
る
こ
と
を
求
め

る
意
見
書

　

国
と
地
方
を
「
対
等
・
協
力

の
関
係
」
と
し
た
地
方
分
権
改

革
や
、
自
主
性
及
び
自
立
性
に

配
慮
す
る
と
し
た
地
方
自
治
法

に
鑑
み
る
と
、
国
に
地
方
自
治

を
尊
重
す
る
対
応
を
求
め
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
沖
縄
県
と

の
対
話
を
通
じ
た
抜
本
的
解
決

を
図
る
こ
と
を
求
め
る
。

◆

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　

基
礎
支
援
金
及
び
加
算
支
援

金
の
倍
増
や
対
象
の
見
直
し
、

国
庫
補
助
率
の
引
上
げ
に
よ
る

被
災
自
治
体
の
負
担
軽
減
を
盛

り
込
ん
だ
「
被
災
者
生
活
再
建

支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」
を
一
刻
も
早
く
成
立
さ

せ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
政

府
は
そ
の
際
、
地
方
自
治
体
の

財
政
負
担
が
重
く
な
ら
な
い
よ

う
に
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
被
災
者
生
活

再
建
支
援
制
度
の
拡
充
及
び
支

給
を
速
や
か
に
行
う
よ
う
要
望

す
る
。

◆

訪
問
介
護
基
本
報
酬
の
引
下

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
会
計
予
算

※
以
上
６
件
の
予
算
議
案
に
つ

い
て
は
３
面
に
関
連
記
事
掲
載

◆
三
鷹
市
基
本
構
想
（
※
）

　

三
鷹
市
自
治
基
本
条
例
に
基

づ
き
、
市
民
、
事
業
者
等
、
市

議
会
、
市
長
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
を
担
い
な
が
ら
、
と
も
に

「
あ
す
へ
の
ま
ち
三
鷹
」
を
着

実
に
進
展
さ
せ
て
い
く
た
め
、

市
の
最
上
位
計
画
と
し
て
定
め

る
も
の
で
す
。

※
本
議
案
に
つ
い
て
は
、
粕
谷

稔
委
員
ほ
か
２
人
よ
り
提
出
さ

れ
た
修
正
案
が
可
決
さ
れ
た 

後
、
修
正
部
分
を
除
く
原
案
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◆
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料

の
軽
減
措
置
を
引
き
続
き
実
施

す
る
こ
と
に
伴
い
、
令
和
６
年 

度
及
び
令
和
７
年
度
の
２
年
間

の
時
限
措
置
と
し
て
、
審
査
支

払
手
数
料
相
当
額
、
財
政
安
定

化
基
金
拠
出
金
相
当
額
等
を
関

係
市
区
町
村
の
負
担
金
と
し
て

支
弁
す
る
も
の
で
す
。

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

福
島　

正
義
氏
（
再
任
）

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　

堤　
　

信
之
氏
（
新
任
）

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち

月
額
職
員
に
つ
い
て
勤
勉
手
当

を
支
給
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

引
用
す
る
条
番
号
を
追
加
す
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限

度
額
、
所
得
割
額
の
算
定
割
合

及
び
均
等
割
額
を
改
め
る
と
と

も
に
、
低
所
得
者
世
帯
に
対
す

る
均
等
割
額
の
軽
減
基
準
額
を

引
き
上
げ
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
福
祉
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

に
係
る
所
得
段
階
を
見
直
し
、

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度

ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険

料
の
額
に
つ
い
て
定
め
る
と
と

も
に
、
保
険
料
の
軽
減
措
置
を

継
続
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
保
険
法
に
基
づ

く
事
業
及
び
施
設
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る

た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
介
護

保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の

対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た

ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

で
す
。

◆
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

◆
三
鷹
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
手
続
条
例
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条

例
　

三
鷹
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
手
続
条
例
の
施
行
に
伴

い
、
関
係
す
る
９
件
の
条
例
に

つ
い
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
と
し
て
、
当
該
宣
誓
者
に
関

す
る
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

◆
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
２
件
の
条
例
に
つ
い

て
、
引
用
す
る
条
番
号
を
改
め

る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

人
口
構
成
の
変
化
、
行
政
ニ

ー
ズ
の
多
様
化
、
感
染
症
や
自

然
災
害
等
の
非
常
時
へ
の
対
応

等
を
踏
ま
え
、
職
員
体
制
の
充

実
・
強
化
を
図
る
た
め
、
職
員

の
定
数
を
１
千
15
人
か
ら
１
千 

55
人
に
改
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
非
常
勤
職
員
の
報

酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
６
億
２
千
670
万
円
を 

追
加
し
、
総
額
を
824
億
９
千
195 

万
８
千
円
と
す
る
と
と
も
に
、

繰
越
明
許
費
の
補
正
を
行
う
も

の
で
す
。

市
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

補
正
予
算

人
事
・
そ
の
他

意
見
書（
要
旨
）

当
初
予
算

三鷹市パートナーシップ宣誓
受理証カード

関
す
る
条
例

　

同
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
３

件
の
条
例
に
つ
い
て
、「
婦
人

保
護
施
設
」
の
用
語
を
「
女
性

自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

令
和
６
年
１
月
１
日
に
発
生

し
た
能
登
半
島
地
震
災
害
に
お

け
る
被
災
者
の
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
雑
損
控
除
額
等
の

特
例
措
置
を
定
め
る
も
の
で

す
。

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
９
億
３
千
869
万
６
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
834
億
３

千
65
万
４
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
繰
越
明
許
費
の
補
正
を
行

う
も
の
で
す
。

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

　

歳
入
予
算
の
み
の
補
正
を
行

う
も
の
で
、
国
民
健
康
保
険
税

を
１
億
６
千
200
万
円
減
額
す
る

と
と
も
に
、
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
を
１
億
２
千
800
万
円
、

前
年
度
繰
越
金
を
３
千
400
万
円

そ
れ
ぞ
れ
増
額
す
る
も
の
で

す
。

◆
令
和
５
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
予
算
の
み
の
補
正
を
行

う
も
の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
収

入
を
１
千
万
円
減
額
す
る
と
と

も
に
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
を
１
千
万
円
増
額
す
る
も
の

で
す
。

◆

若
者
の
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ

（
薬
物
の
過
剰
摂
取
）
防
止
対

策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
薬
物
依
存
に
よ
る
健
康
被

害
か
ら
一
人
で
も
多
く
の
若
者

を
守
る
た
め
に
、
次
の
特
段
の

取
組
を
求
め
る
。
(1)
濫
用
等
の

お
そ
れ
が
あ
る
医
薬
品
の
６
成

分
を
含
む
市
販
薬
を
販
売
す
る

際
、
購
入
者
が
子
ど
も
（
高
校

生
、
中
学
生
等
）
で
あ
る
場
合

は
副
作
用
な
ど
の
説
明
を
必
須

と
す
る
こ
と
。
(2)
若
者
へ
薬
剤

を
販
売
す
る
容
量
を
適
切
に
制

限
す
る
と
同
時
に
、
対
面
か
オ

ン
ラ
イ
ン
通
話
で
の
販
売
を
義

務
づ
け
、
必
要
に
応
じ
て
適
切

な
相
談
窓
口
等
を
紹
介
で
き
る

体
制
を
整
え
る
こ
と
。
(3)
濫
用

の
恐
れ
が
あ
る
薬
の
指
定
を
的

確
に
進
め
る
と
同
時
に
、
販
売

記
録
等
が
確
認
で
き
る
環
境
の

整
備
を
検
討
す
る
こ
と
。
(4)
オ

ー
バ
ー
ド
ー
ズ
を
孤
独
、
孤
立

の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
、
若

者
の
居
場
所
づ
く
り
等
の
施
策

を
推
進
す
る
こ
と
。

◆

地
方
創
生
に
貢
献
す
る
サ
ー

キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
循
環

経
済
）
の
一
層
の
推
進
を
求
め

る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対

し
、
地
方
創
生
に
貢
献
す
る
サ

ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
一

層
の
推
進
の
た
め
に
、
次
の
特

段
の
取
組
を
求
め
る
。
(1)
地
方

自
治
体
と
民
間
企
業
の
連
携
に

よ
る
資
源
循
環
ビ
ジ
ネ
ス
の
創

出
へ
の
支
援
を
強
化
す
る
こ

と
。
(2)
脱
炭
素
か
つ
持
続
可
能

な
適
正
処
理
に
資
す
る
資
源
循

第
１
回
定
例
会

可
決
し
た

　
　
議
案

第
１
回
臨
時
会

可
決
し
た

　
　
議
案

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
人
権
を
尊
重
す
る
ま
ち
三
鷹

条
例

　

人
権
を
尊
重
す
る
ま
ち
づ
く

り
の
上
位
規
範
と
し
て
、
市
政

に
関
す
る
理
念
や
方
向
性
、
市

等
の
責
務
の
ほ
か
、
施
策
の
基

本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権

が
尊
重
さ
れ
誰
も
が
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
を
実
現
す
る
た
め
に

制
定
さ
れ
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

宣
誓
手
続
条
例

　

人
権
を
尊
重
す
る
ま
ち
三
鷹

条
例
の
理
念
を
踏
ま
え
、
誰
も

が
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、
多
様
な
性
へ
の
理
解
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者
の

生
活
上
の
支
障
を
軽
減
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
パ
ー
ト
ナ 

ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
を
創
設 

し
、
宣
誓
に
関
す
る
手
続
を
定

め
る
も
の
で
す
。


